
令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
改
変
（
」
を
「
改
変
そ
の
他
の
当
該
信
号
の
効
果
を
妨
げ
る
行
為
（
」
に
、「
除
去

又
は
改
変
」
を
「
も
の
」
に
改
め
、「（
著
作
権
等
を
有
す
る
者
の
意
思
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。）」
を

削
り
、「
を
い
う
。」を「（
著
作
権
等
を
有
す
る
者
の
意
思
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。）を
い
う
。
第
百
十
三

条
第
七
項
並
び
に
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
を
、
そ
の
事
実
」
を「（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定

侵
害
録
音
録
画
」
と
い
う
。）を
、
特
定
侵
害
録
音
録
画
で
あ
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

著
作
権
（
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
権
利
（
翻
訳
以
外
の
方
法
に
よ
り
創
作
さ
れ
た
二
次
的
著
作
物
に
係
る

も
の
に
限
る
。）を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
侵
害
す
る
自
動
公
衆
送
信
（
国
外
で
行
わ
れ
る
自

動
公
衆
送
信
で
あ
つ
て
、
国
内
で
行
わ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
著
作
権
の
侵
害
と
な
る
べ
き
も
の
を
含
む
。）を
受

信
し
て
行
う
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
複
製
（
録
音
及
び
録
画
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）（
当
該
著
作

権
に
係
る
著
作
物
の
う
ち
当
該
複
製
が
さ
れ
る
部
分
の
占
め
る
割
合
、
当
該
部
分
が
自
動
公
衆
送
信
さ
れ
る
際

の
表
示
の
精
度
そ
の
他
の
要
素
に
照
ら
し
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定
侵

害
複
製
」
と
い
う
。）を
、
特
定
侵
害
複
製
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
行
う
場
合
（
当
該
著
作
物
の
種
類
及
び

用
途
並
び
に
当
該
特
定
侵
害
複
製
の
態
様
に
照
ら
し
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特

別
な
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
く
。）

第
三
十
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
は
、
特
定
侵
害
録
音
録
画
又
は
特
定
侵
害
複
製
で
あ
る
こ
と
を
重
大
な
過
失

に
よ
り
知
ら
な
い
で
行
う
場
合
を
含
む
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条
第
三
項
、
第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
及
び
第
三
十
三
条
の
三
第
三
項
中
「
官
報
で
告
示
す
る
」を「
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
第
二
項
中
「
又
は
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
業
務
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
も

の
（
第
七
十
八
条
第
六
項
及
び
第
百
七
条
第
二
項
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
。）」
を
削
る
。

第
七
十
八
条
第
三
項
中
「
官
報
で
告
示
す
る
」
を
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公

表
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
国
等
」
を
「
国
」
に
改
め
る
。

第
百
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
の
下
に「（
第
四
号
を
除
く
。
第
九
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
を

加
え
、「
第
三
十
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
第
三
項
」
に
、「
同
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
中
「
自

動
公
衆
送
信
（
国
外
で
行
わ
れ
る
自
動
公
衆
送
信
」
と
あ
る
の
は
「
送
信
可
能
化（
国
外
で
行
わ
れ
る
送
信
可
能
化
」

と
、「
含
む
。）」
と
あ
る
の
は
「
含
む
。）に
係
る
自
動
公
衆
送
信
」
と
、
第
四
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
四
条
の
二
第
一
項
、
第
百
四
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
四
条
の
六
第
二
項
並
び
に
第
百
四
条
の
七

第
二
項
中
「
第
三
十
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
百
七
条
第
二
項
中
「
国
等
」
を
「
国
」
に
改
め
る
。

二

第
三
十
条
第
一
項
に
定
め
る
私
的
使
用
の
目
的
を
も
つ
て
、
著
作
物
（
著
作
権
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
も
の

に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
つ
て
有
償
で
公
衆
に
提
供
さ
れ
、
又
は
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の

（
そ
の
提
供
又
は
提
示
が
著
作
権
を
侵
害
し
な
い
も
の
に
限
る
。）の
著
作
権
（
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
権
利

（
翻
訳
以
外
の
方
法
に
よ
り
創
作
さ
れ
た
二
次
的
著
作
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。）を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び

第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
侵
害
す
る
自
動
公
衆
送
信
（
国
外
で
行
わ
れ
る
自
動
公
衆
送
信
で
あ
つ
て
、
国
内

で
行
わ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
著
作
権
の
侵
害
と
な
る
べ
き
も
の
を
含
む
。）を
受
信
し
て
行
う
デ
ジ
タ
ル
方
式
の

複
製
（
録
音
及
び
録
画
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）（
当
該
著
作
物
の
う
ち
当
該
複
製
が
さ
れ
る

部
分
の
占
め
る
割
合
、
当
該
部
分
が
自
動
公
衆
送
信
さ
れ
る
際
の
表
示
の
精
度
そ
の
他
の
要
素
に
照
ら
し
軽
微

な
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
有
償
著
作
物
特
定
侵
害
複
製
」
と
い
う
。）を
、
自
ら

有
償
著
作
物
特
定
侵
害
複
製
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
行
つ
て
著
作
権
を
侵
害
す
る
行
為
（
当
該
著
作
物
の

種
類
及
び
用
途
並
び
に
当
該
有
償
著
作
物
特
定
侵
害
複
製
の
態
様
に
照
ら
し
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
し

な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
く
。）を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
つ
た
者

第
百
十
九
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
は
、
有
償
著
作
物
等
特
定
侵
害
録
音
録
画
を
、
自
ら
有
償
著
作
物
等
特
定
侵
害
録

音
録
画
で
あ
る
こ
と
を
重
大
な
過
失
に
よ
り
知
ら
な
い
で
行
つ
て
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
し
た
者
を
含

む
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

５

第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
は
、
有
償
著
作
物
特
定
侵
害
複
製
を
、
自
ら
有
償
著
作
物
特
定
侵
害
複
製
で
あ

る
こ
と
を
重
大
な
過
失
に
よ
り
知
ら
な
い
で
行
つ
て
著
作
権
を
侵
害
す
る
行
為
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
つ

た
者
を
含
む
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
二
十
条
の
二
第
五
号
中
「
第
百
十
三
条
第
九
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六

号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
第
百
十
三
条
第
七
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
八
項
」
に
改
め
、「
著
作
権
」の
下
に「
、
出

版
権
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
百
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
技
術
的
保
護
手
段
に
係
る
著
作
権
等
又
は
技
術
的
利
用
制
限
手
段
に
係

る
著
作
権
、
出
版
権
若
し
く
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者

第
百
二
十
三
条
第
一
項
中
「
第
百
十
九
条
」
を
「
第
百
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
、「
第
五
号
」を「
第

六
号
」
に
改
め
る
。

第
百
十
三
条
第
六
項
中
「
い
う
。」の
下
に
「
次
項
並
び
に
」
を
加
え
、
同
条
中
第
十
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
九

項
を
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
次
条
第
八
項
」
を
「
次
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、

同
条
第
七
項
中
「
著
作
権
」
の
下
に
「
、
出
版
権
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

７

技
術
的
保
護
手
段
の
回
避
又
は
技
術
的
利
用
制
限
手
段
の
回
避
を
行
う
こ
と
を
そ
の
機
能
と
す
る
指
令
符
号

（
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
つ
て
、
当
該
指
令
の
み
に
よ
つ
て
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を

い
う
。）を
公
衆
に
譲
渡
し
、
若
し
く
は
貸
与
し
、
公
衆
へ
の
譲
渡
若
し
く
は
貸
与
の
目
的
を
も
つ
て
製
造
し
、
輸

入
し
、
若
し
く
は
所
持
し
、
若
し
く
は
公
衆
の
使
用
に
供
し
、
又
は
公
衆
送
信
し
、
若
し
く
は
送
信
可
能
化
す
る

行
為
は
、
当
該
技
術
的
保
護
手
段
に
係
る
著
作
権
等
又
は
当
該
技
術
的
利
用
制
限
手
段
に
係
る
著
作
権
、
出
版
権

若
し
く
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
す
。

第
百
十
四
条
の
三
第
二
項
中
「
前
項
た
だ
し
書
」
を
「
前
項
本
文
の
申
立
て
に
係
る
書
類
が
同
項
本
文
の
書
類
に

該
当
す
る
か
ど
う
か
又
は
同
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
一
項
本
文
の

申
立
て
に
係
る
書
類
が
同
項
本
文
の
書
類
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
又
は
同
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

裁
判
所
は
、
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
後
段
の
書
類
を
開
示
し
て
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
く
説
明
を
聴

く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
の
同
意
を
得
て
、
民
事
訴
訟
法（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）

第
一
編
第
五
章
第
二
節
第
一
款
に
規
定
す
る
専
門
委
員
に
対
し
、
当
該
書
類
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
十
四
条
の
八
第
一
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、「（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）」を
削
る
。

第
百
十
九
条
第
一
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
に
、「
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行

為
を
行
つ
た
者
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
若
し
く
は
著
作
隣
接
権
（
同
条
第
八
項
」
を「（
同
項
の
規
定

に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
九
項
」
に
、「
第
百
二
十
条
の
二
第
四
号
」
を
「
第
百
二
十
条
の
二
第
五
号
」に
、

「
第
百
十
三
条
第
九
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
百
十
三
条
第
七
項
」

を
「
第
百
十
三
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
二
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又

は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一

第
三
十
条
第
一
項
に
定
め
る
私
的
使
用
の
目
的
を
も
つ
て
、
録
音
録
画
有
償
著
作
物
等
（
録
音
さ
れ
、
又
は

録
画
さ
れ
た
著
作
物
又
は
実
演
等
（
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）で
あ
つ

て
、
有
償
で
公
衆
に
提
供
さ
れ
、
又
は
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
（
そ
の
提
供
又
は
提
示
が
著
作
権
又
は
著
作
隣

接
権
を
侵
害
し
な
い
も
の
に
限
る
。）を
い
う
。）の
著
作
権
を
侵
害
す
る
自
動
公
衆
送
信
（
国
外
で
行
わ
れ
る
自

動
公
衆
送
信
で
あ
つ
て
、
国
内
で
行
わ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
著
作
権
の
侵
害
と
な
る
べ
き
も
の
を
含
む
。）又
は

著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
送
信
可
能
化
（
国
外
で
行
わ
れ
る
送
信
可
能
化
で
あ
つ
て
、
国
内
で
行
わ
れ
た
と
し

た
な
ら
ば
著
作
隣
接
権
の
侵
害
と
な
る
べ
き
も
の
を
含
む
。）に
係
る
自
動
公
衆
送
信
を
受
信
し
て
行
う
デ
ジ
タ

ル
方
式
の
録
音
又
は
録
画
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
有
償
著
作
物
等
特
定
侵
害
録
音
録
画
」
と
い

う
。）を
、
自
ら
有
償
著
作
物
等
特
定
侵
害
録
音
録
画
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
行
つ
て
著
作
権
又
は
著
作
隣

接
権
を
侵
害
し
た
者
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